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日
野
町
や
江
府
町
な
ど
、

こ
の
地
域
の
暮
ら
し
を
支
え

て
い
る
移
動
販
売
の
維
持
と

発
展
に
向
け
て
、
新
た
に
２

つ
の
事
業
を
行
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
買
い
物
サ
ー
ビ
ス

実
証
実
験
事
業
は
、
住
民
の

買
い
物
利
便
性
の
向
上
と
商

工
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

町
商
工
会
職
員
が
移
動
販
売

事
業
者
（
あ
い
き
ょ
う
）
の

移
動
販
売
車
に
同
行
し
、
買

い
物
サ
ー
ビ
ス
や
新
た
な
顧

客
の
開
拓
を
行
い
ま
す
。

〝
御
用
聞
き
”
が
同
行

さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
を
集
約

　

こ
の
事
業
で
は
、
従
来
あ

い
き
ょ
う
が
行
っ
て
き
た
食

料
品
販
売
以
外
の
潜
在
的
な

消
費
者
の
要
望
を
掘
り
起
こ

す
た
め
に
、
商
工
会
職
員
（
宅

配
サ
ー
ビ
ス
事
業
推
進
員
）

が
移
動
販
売
に
同
行
し
ま
す
。

宅
配
サ
ー
ビ
ス
事
業
推
進
員

は
、
食
料
品
以
外
の
日
用
品

の
需
要
か
ら
生
活
の
困
り
ご

と
な
ど
を
把
握
し
、
商
品
を

届
け
た
り
困
り
ご
と
解
決
の

手
助
け
な
ど
を
通
し
て
、
新

た
な
顧
客
の
開
拓
や
要
望
を

調
査
し
て
い
き
ま
す
。

　

主
に
食
料
品
を
販
売
す
る

あ
い
き
ょ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
の
商
品
を
取
り
扱
う

商
工
会
が
連
携
す
る
こ
と
で
、

一
度
の
集
落
訪
問
で
町
民
が

受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
が
多

様
化
し
、
住
民
の
買
い
物
利

便
性
の
向
上
と
商
工
業
の
活

性
化
が
期
待
で
き
ま
す
。

　　

ま
た
、
移
動
販
売
事
業
者

（
あ
い
き
ょ
う
）
に
よ
る
高
齢

者
見
守
り
と
買
い
物
支
援
を

委
託
す
る
、
買
い
物
福
祉
サ
ー

ビ
ス
実
証
事
業
を
行
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
鳥
取
県
が
新
た

に
設
け
た
「
中
山
間
地
域
の

持
続
可
能
な
生
活
支
援
シ
ス

テ
ム
実
証
事
業
モ
デ
ル
事
業

補
助
金
」
を
受
け
、
当
事
業

を
あ
い
き
ょ
う
に
委
託
す
る

6きらりと光る　まち　日野町

■
一
度
の
集
落
訪
問
で
町
民
が
受
け
ら
れ
る

　 
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
や
見
守
り
の
強
化
に
取
り
組
む

▼見守りと買い物支援の実証事業イメージ図

一度の集落訪問で町民が享受可能となるサービスの多様化（＝魅力向上）

▼
買
い
物
利
便
性
の
向
上
と

　
商
工
業
の
活
性
化
を
図
る

〈
買
い
物
サ
ー
ビ
ス
実
証
実
験
事
業
〉

▼
見
守
り
の
強
化
と

　
買
い
物
支
援

〈
買
い
物
福
祉
サ
ー
ビ
ス
実
証
事
業
〉

地
域
の
皆
さ
ん
の
た
め
に
、

こ
の
事
業
を
継
続
し
て
い
き
た
い

日
野
町
商
工
会
会
長

勝
瀬
　
節
雄

　

こ
の
た
び
、
有
限
会
社
安
達
商
事
「
あ
い
き
ょ
う
」
の
ご
理

解
と
ご
協
力
、
日
野
町
の
ご
支
援
を
得
て
、
御
用
聞
き
・
宅
配

事
業
（
買
い
物
サ
ー
ビ
ス
実
証
実
験
事
業
）
に
取
り
組
む
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

近
年
、
お
客
様
も
商
店
も
高
齢
化
が
進
み
、
買
い
物
に
出
か

け
る
の
も
難
し
く
、
配
達
す
る
の
も
一
苦
労
と
い
う
現
状
の
中

で
、
実
績
豊
富
な
「
あ
い
き
ょ
う
」
の
移
動
販
売
車
に
商
工
会

が
同
行
し
て
「
あ
い
き
ょ
う
」
の
取
扱
品
目
以
外
の
商
品
（
例

え
ば
、
工
具
・
本
・
車
や
家
の
修
理
修
繕
な
ど
）
の
注
文
を
伺

い
、
配
達
や
手
配
を
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
皆
さ
ま
の
ご
注
文
・

ご
要
望
に
で
き
る
限
り
応
え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
新
し
い
お
客
様
の
開
拓
と
サ
ー
ビ
ス
、
商
工

業
の
活
性
化
と
今
後
の
方
向
性
を
測
る
た
め
の
実
証
実
験
で
す

が
、
実
験
終
了
後
も
、
引
き
続
き
こ
の
事
業
が
継
続
で
き
る
よ

う
に
商
工
会
員
一
同
頑
張
る
所
存
で
す
。

　

皆
さ
ま
の
ご
利
用
を
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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も
の
で
す
。

　

今
ま
で
も
、
日
野
病
院
が

あ
い
き
ょ
う
に
月
一
回
同
行

し
、
移
動
販
売
を
兼
ね
た
健

康
相
談
な
ど
の
見
守
り
活
動

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
事
業
で
は
、
移
動

販
売
業
務
時
に
合
わ
せ
て
、

利
用
者
の
見
守
り
を
行
う
ほ

か
、
移
動
販
売
利
用
者
以
外

の
75
歳
以
上
の
独
居
、
高
齢

者
世
帯
な
ど
に
対
し
て
も
見

守
り
や
安
否
確
認
を
実
施
し

て
い
き
ま
す
。

従
来
の
買
い
物
支
援
に
加
え

て
、
見
守
り
機
能
を
強
化

　

業
務
内
容
は
、
見
守
り
対

象
者
の
安
否
確
認
や
困
り
ご

と
な
ど
の
聞
き
取
り
を
随
時

行
う
ほ
か
、
あ
い
き
ょ
う
が

従
来
行
っ
て
き
た
食
料
品
・

生
活
用
品
な
ど
の
買
い
物
支

援
、
そ
の
他
可
能
な
生
活
支

援
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
に
よ
る
見
守
り

機
能
の
強
化
と
充
実
、
食
料

品
や
日
用
品
な
ど
を
確
保
す

る
生
活
支
援
を
維
持
、
継
続

す
る
こ
と
で
、
高
齢
者
の
皆

さ
ん
が
、
住
み
慣
れ
た
地
域

で
、
住
み
慣
れ
た
家
で
、
安

心
安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
も
さ
ら
な
る
人
口
減

少
が
予
測
さ
れ
る
な
か
、
日

野
町
で
子
ど
も
を
産
み
、
子

育
て
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
た
め
、
保
育

所
に
通
う
す
べ
て
の
児
童
を

対
象
に
保
育
料
の
軽
減
を
実

施
し
、
経
済
的
負
担
を
少
な

く
し
ま
す
。

す
べ
て
の
児
童
が
対
象

　　

新
た
な
軽
減
措
置
で
は
、

第
一
子
か
ら
も
対
象
と
な
り
、

基
準
額
の
三
分
の
二
に
軽
減
、

第
二
子
は
基
準
額
の
三
分
の

一
に
軽
減
し
ま
す
（
第
一
子
、

第
二
子
同
時
入
所
の
場
合
、

軽
減
後
の
額
の
二
分
の
一
に

軽
減
）。
第
三
子
以
降
は
、
給

食
費
相
当
分
の
負
担
と
し
て

い
ま
す
（
第
二
子
、
第
三
子

同
時
入
所
の
場
合
、
給
食
費

相
当
額
の
二
分
の
一
に
軽
減
、

三
人
以
上
同
時
入
所
の
場
合
、

三
人
目
か
ら
無
料
）。
な
お
、

軽
減
額
は
、
一
人
当
た
り
平

均
で
、
月
額
６
３
６
７
円
、

年
額
で
は
７
万
６
４
０
４
円

と
な
り
ま
す
。

　

す
で
に
７
月
か
ら
保
育
料

の
軽
減
措
置
が
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
措
置
で
、
今

後
の
新
た
な
子
育
て
世
代
の

呼
び
込
み
、
子
育
て
や
子
ど

も
を
産
み
や
す
い
環
境
に
な

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

■
保
育
料
の
軽
減

今までの軽減措置
新たな軽減措置

（７月から実施済み）

第１子  軽減措置なし  基準額の２/ ３に軽減

第２子

 兄弟２人以上の同時入所に限り
軽減措置あり

 ①第１子・第２子同時入所の場合、  

    基準額の１/ ２に軽減

 ②第２子・第３子同時入所の場合、   

    基準額の１/ ３に軽減

 基準額の１/ ３に軽減

 ※第１子・第２子同時入所の場合、 

    減後の額のさらに１/ ２に軽減

第３子以降

 基準額の１/ ３に軽減

 ※ただし、第２子・第３子同時入所

    の場合、基準額の１/ ２に軽減

 ※３人以上同時入所の場合、

 　３人目から無料

 給食費相当分の負担

 ※第２子・第３子同時入所の場合、 

    給食費相当額のさらに１/ ２に軽減

 ※３人以上同時入所の場合、

 　３人目から無料

あいきょうのさらなるサービス向上に期待


